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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影カメラを有する撮像装置であって、
　前記撮像装置に対して水平方向に前記撮影カメラの撮影方向を回転させるパン動作及び
前記撮像装置に対して垂直方向に前記撮影カメラの撮影方向を回転させるチルト動作を制
御する駆動制御手段と、
　前記撮影カメラを保護するドームの一部であって前記駆動制御手段のパン動作の回転軸
の延長線上に配置され、円錐、球、放物、または双曲線を含む曲面を少なくとも一つは有
するミラーとを有し、
　前記駆動制御手段が前記撮影カメラを前記パン動作の回転軸の延長線上に向けることに
より前記撮影カメラが前記ミラーを介して撮影被写体を撮影するモードと、前記駆動制御
手段が前記撮影カメラを前記パン動作の回転軸の延長線上とは異なる方向に向けることに
より前記撮影カメラが前記ミラーを介さずに前記撮影被写体を撮影するモードと、を有す
ることを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　外部から前記駆動制御手段に指示できる指示手段をさらに有し、
　前記指示手段は、モニタの画面上に表示させたボタンに対する前記観察者の操作に応じ
て、前記撮影カメラが前記ミラーを介して撮影被写体を撮影するモードで撮影するように
前記駆動制御手段に指示することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
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　前記撮影カメラが前記ミラーを介して撮影被写体を撮影するモードでの撮影領域は、前
記撮影カメラが前記ミラーを介さずに前記撮影被写体を撮影するモードでの撮影領域より
も広いことを特徴とする請求項１または２に記載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、本発明は監視カメラ、テレビ会議カメラなどに用いるのに適した撮像装置に
関し、特に、全方位の撮影視野角の撮影と、パン・チルト・ズーム動作による所望の被写
体の拡大撮影を切換えることができる撮像装置に係わるものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、広範囲を撮影する方式として、図９に示すように双曲線ミラーを用いて全周囲を
撮影する方式が提案されている。双曲線ミラー１０２の下方に１台のカメラ１０１を配置
し、全周の画像をカメラ１の撮像素子に結像するものである。撮像素子上の結像した像を
図１０で説明する。図中で撮像素子１０３上には全周の画像がリング状の領域１０４に結
像され、モニタなどに画像を表示するときには図示せぬ処理回路により歪みを補正する画
像処理を行い、横長のパノラマ画像に変換して表示する。このような方式は、例えば特許
文献１、特許文献２に開示されている。
【０００３】
　また、特許文献３には、全方位カメラとパン・チルト・ズームが可能な雲台カメラ（以
下、ＰＴＺカメラと呼ぶ。）を各々１台用いた監視システムが開示されている。
【０００４】
　図８はそのシステム構成を示すもので、８０１がＰＴＺカメラ、８０２が上記双曲線ミ
ラーを用いた全方位カメラで所定の距離を置いて配置されている。全方位カメラ８０２の
映像信号はコンピューター４２に取り込まれ、制御プログラムによりモニタ４３に全方位
画像が表示される。制御プログラムは全方位画像の領域をブロックに分割し、事前に全方
位画像の各ブロックをＰＴＺカメラが拡大撮影できるように対応するパン・チルトの位置
情報とズーム情報を設定しておく。観察者が拡大したいブロックを指定するとその情報が
ＰＴＺカメラ制御ユニット８０３に送信され、ＰＴＺカメラ８０１がそのブロックをズー
ムアップするように制御され、モニタ４４に拡大表示される。
【０００５】
　これにより全方位画像の指定領域にＰＴＺカメラを容易に位置制御して拡大撮影するこ
とができるようにしている。
【特許文献１】特開平０６－２９５３３３号公報
【特許文献２】特表平０９－５０５４４７号公報
【特許文献３】特開２００３－２５９３４９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１、特許文献２に開示されている全方位カメラでは指定領域を
詳細に拡大して見る場合は、撮像素子上に結像されたリング状の画像を画像処理により歪
みを補正して通常の画像に変換し、その指定領域の画像を切り出して拡大することになる
ので拡大画像の解像度は低くなり、監視目的で使用するためには品質上問題があった。ま
た、リング状画像を画像処理により通常の画像に変換するので、変換後の画像の画素密度
がリング状画像の外周と内周で均一ではなく、拡大した場合には内周の領域は画素が粗く
画質が劣化するという欠点があった。
【０００７】
　また、特許文献３では、全方位カメラとＰＴＺカメラが離れた位置に置かれるため、撮
影被写体を撮影する時に全方位カメラの視点とＰＴＺカメラの視点にずれが生じていた。
そのため、事前に全方位画像のブロックに分けた領域に対してＰＴＺカメラのパン・チル



(3) JP 4448001 B2 2010.4.7

10

20

30

40

50

ト・ズームの制御値を一意に設定して置いても、実際には全方位カメラに対する撮影被写
体の距離によりＰＴＺカメラの撮影方向が変化するので、全方位カメラ画像で撮影被写体
が写っているブロックを指示したとしてもＰＴＺカメラが撮影被写体を捉えるとは限らな
いという問題があった。また、全方位カメラとＰＴＺカメラの２台のカメラを使用するた
め設置場所のスペースが多く必要とし、高価なシステムになるという欠点があった。
【０００８】
　本発明は、上述した問題点を解決するためのものであり、所望の撮影領域を高い解像度
でズーム撮影することができかつカメラ方向の更正の必要もなく、さらに安価な撮像装置
を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の撮像装置は、撮影カメラを有する撮像装置であっ
て、前記撮像装置に対して水平方向に前記撮影カメラの撮影方向を回転させるパン動作及
び前記撮像装置に対して垂直方向に前記撮影カメラの撮影方向を回転させるチルト動作を
制御する駆動制御手段と、前記撮影カメラを保護するドームの一部であって前記駆動制御
手段のパン動作の回転軸の延長線上に配置され、円錐、球、放物、または双曲線を含む曲
面を少なくとも一つは有するミラーとを有し、前記駆動制御手段が前記撮影カメラを前記
パン動作の回転軸の延長線上に向けることにより前記撮影カメラが前記ミラーを介して撮
影被写体を撮影するモードと、前記駆動制御手段が前記撮影カメラを前記パン動作の回転
軸の延長線上とは異なる方向に向けることにより前記撮影カメラが前記ミラーを介さずに
前記撮影被写体を撮影するモードと、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ＰＴＺカメラのドームの一部に全方位が観察できる光学素子を配置す
ることにより、全方位撮影とＰＴＺ撮影を容易に切換えることができ、全方位撮影画像の
領域内で所望の撮影領域を指示することにより、所望の撮影領域を高い解像度でズーム撮
影することができる。また、全方位撮影の光軸とパン回転台の回転軸を一致させることで
、ＰＴＺカメラの設置状況により全方位画像とＰＴＺカメラの方向を更正する必要がなく
簡便に使用できる。このような構成にすれば、通常のＰＴＺカメラのドーム部のみ全方位
光学素子付きのものに交換するだけなので、コンパクトで安価なシステムが実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１２】
　（第１の実施形態）
　以下、本発明の第１の実施形態に係わる撮像装置を図面を用いて説明する。
【００１３】
　図１は本発明の実施形態の撮像装置の概略構成を示す斜視図である。同図において１は
撮像装置全体を示し、２はＰＴＺカメラの基台、３はパンの回転台、５はチルトの支持台
で、撮影カメラ４をパン、チルト方向に回動できるように支持している。基台２、パン回
転台３、チルト支持台５の内部には各々パン・チルト方向に回転させるモーター及びギア
からなる駆動機構があり、カメラ駆動制御回路、映像信号制御回路などの基板と共に組み
込まれている。撮影カメラ４はズーム、オートフォーカスの駆動機構を有し、パン・チル
ト動作と共に外部から制御可能なようになっている。基台２には撮影カメラを保護するポ
リカーボネイトなどで出来た透明なドーム６が固定されている。ドーム６の内面には、パ
ン回転台３の回転軸の延長線上の位置に円錐ミラー７が固定されている。
【００１４】
　基台２にはＰＴＺカメラの撮影方向の基準を示すマーク８が設けられており、撮影カメ
ラ４で撮影する全方位画像の基準の方向とする。
【００１５】
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　次に、図２は本実施形態の撮像装置の側面図で、ＰＴＺカメラと全方位カメラの撮影モ
ードを説明するものである。図２（ａ）はＰＴＺカメラとして使用する場合で円錐ミラー
７が配置してある領域を除き、ほぼ３６０°の領域を任意に拡大撮影することができる。
図２（ｂ）は全方位カメラとして使用する場合で、撮影カメラ４を円錐ミラー７の中心に
向けて保持することで、図のように３６０°の領域を同時に撮影することができる。この
ように１台のＰＴＺカメラで、撮影カメラの方向を変えるだけで、全方位カメラとしての
機能を持たせることができる。
【００１６】
　次に、図３において本実施形態の撮像装置のシステム全体構成を説明する。図中におい
て点線で囲まれた部分は撮像装置全体１を示し、装置内部の電気回路の構成を表している
。３１はカメラ駆動制御回路、３２は撮影カメラ４の撮像素子から出力される映像信号を
デジタル信号に変換し、画素補間処理や色変換処理を行い、撮像データに変換する画像信
号処理回路である。３３はメモリ制御回路で、画像信号処理回路３２、メモリ３４を制御
し、撮像データの取得と格納などを行う。
【００１７】
　メモリ３４は揮発性メモリまたは不揮発性メモリからなるメモリで、撮像データを一時
的に格納したり、システムコントローラ３５の動作制御の処理プログラムの格納領域や、
システムコントローラ３５の作業領域として使用することができる。
【００１８】
　３７は映像符号化回路で撮像データをＪＰＥＧなどの符号化方式で圧縮符号化する。３
６は通信制御回路で、撮像データ、撮影制御データなどを送信・受信するものである。４
０は内部バスで、撮像データ、各種の制御信号を伝送するもので、システムコントローラ
３５は内部バス４０を通して、メモリ制御回路３３、映像符号化回路３７や通信制御回路
３６を制御し、全体の撮像装置の制御を行うものである。
【００１９】
　４１はネットワーク回線で、それを介して遠隔に置かれたパーソナルコンピュータ４２
とモニタ４３からなるモニタ装置に撮像データを転送し、モニタ４３にその映像を表示す
ることができる。
【００２０】
　次に以上のように構成される撮像装置の動作について説明する。撮影カメラ４の映像信
号は画像信号処理回路３２によりデジタルの撮像データに変換され、画素補間処理や色変
換処理が行われ、メモリ制御回路３３により映像フレームごとに一時的にメモリ３４に格
納される。
【００２１】
　次に、撮像データは映像符号化回路３７により符号化され、通信制御回路３６に送られ
、ネットワーク回線４１に送出される。ここで、ネットワークは例えばＴＣＰ／ＩＰプロ
トコルを用いたインターネットのネットワークである。
【００２２】
　パーソナルコンピュータ４２は符号化された撮像データを受け取り、パーソナルコンピ
ュータ４２に搭載された本撮像装置用のコントロールプログラムにより復号化処理を行い
、モニタ４３に撮影画像の表示を行う。
【００２３】
　また、パーソナルコンピュータ４２に搭載された撮像装置用のコントロールプログラム
は撮影カメラのパン・チルト・ズームの動作の制御を行うことができ、コントロールプロ
グラムから出力されるカメラの制御信号はパーソナルコンピュータ４２からネットワーク
回線４１に送出される。撮像装置の通信制御回路３６はそのカメラ制御信号を受信し、シ
ステムコントローラ３５に伝達されて、カメラ駆動制御回路３１を通して撮影カメラに所
望の動作させることが出来る。
【００２４】
　図４は本実施形態によるモニタ４３への撮影画像の表示例を示す図である。モニタ４３
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の画面４０１にはコントロールプログラムにより全方位画像表示用ウインドウ４０２、ズ
ーム画像表示用ウインドウ４０３、パン・チルト操作用ボタン４０４、ズーム操作用ボタ
ン４０５、全方位撮影ボタン４０６が表示されている。
【００２５】
　全方位画像表示用ウインドウ４０２には撮像装置が全方位撮影モードのとき撮影された
リング状画像をコントロールプログラムにより歪み補正して横長に変換した画像が表示さ
れる。また、ズーム画像表示用ウインドウ４０３には撮像装置がＰＴＺ撮影モードのとき
のズーム画像が表示される。
【００２６】
　パン・チルト操作用ボタン４０４は方向キーが配置してあり、撮影カメラをリアルタイ
ムにパン・チルト方向に移動させることができ、ズーム操作用ボタン４０５のスライドバ
ーによりズーム比を変えることができる。
【００２７】
　全方位撮影ボタン４０６は撮影カメラを円錐ミラーの方向に向け、全方位画像を取得す
るモードに設定するものである。
【００２８】
　次にこの撮像装置を用いたシステムのコントロールプログラムの制御フローを図５のフ
ローチャートに示す。
【００２９】
　パーソナルコンピュータ４２のコントロールプログラムを動作させると、上記画面がモ
ニタ４３上に表示され、最初に、ステップ５０１で撮影カメラは全方位撮影モードとなる
ように、パン・チルト動作により円錐ミラーの方向に向けられる。その際、撮影カメラは
基台のマーク位置を基準とし、その方向が全方位画像の原点となるようにパンの方向を合
わせ、チルト動作により円錐ミラーの方向に向けられる。また、撮影カメラのズームは全
方位の撮影に適した所定のズーム比に設定され、オートフォーカスも全方位撮影に適した
フォーカス位置に固定される。
【００３０】
　ステップ５０２では全方位画像を撮像装置から取得し、全方位画像表示用ウインドウ４
０２に歪み補正した画像を表示する。
【００３１】
　次にステップ５０３で、観察者が全方位画像表示用ウインドウ４０２の画像上でマウス
などで拡大する領域を対角のコーナーで指示することにより、それに対応した拡大画像フ
レーム２０５が表示される。ステップ５０４では全方位画像表示用ウインドウ４０２を静
止画に切換えて保存し、ステップ５０５で撮影カメラを円錐ミラーから切換えて、ＰＴＺ
モードにして全方位画像表示用ウインドウ４０２上で指示された方向にパン・チルトの移
動を行い、ズーム比も拡大画像フレーム２０５で指示したサイズに対応するズーム比に設
定する。ステップ５０６ではズーム画像表示用ウインドウ４０３にズーム画像を表示して
、ステップ５０７で表示画面上のパン・チルト操作用ボタン４０４とズーム操作用ボタン
４０５により、撮影カメラのパン・チルト・ズーム操作が自由に出来るモードにする。
【００３２】
　観察者が再び全方位画像を観察するときはステップ５０８で画面上の全方位撮影ボタン
４０６をクリックするとステップ５０１に戻り、全方位撮影モードに切換えることができ
、全方位画像は静止画から動画に復帰する。
【００３３】
　上述のようなシステム構成にすることで、全方位撮影とＰＴＺ撮影を容易に切換えて、
全方位の領域内で、所望の観察領域を高い解像度でズーム撮影することができる。また、
全方位撮影の光軸とパン回転台の回転軸が一致しているので、撮影被写体とカメラの距離
による撮影方向の不一致は生じない。
【００３４】
　本実施形態では全方位撮影のミラーを円錐ミラーとして説明したが、双曲線ミラー、放
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物面ミラー、球面ミラーなどの凸面ミラーでもよい。また、凹凸のミラー曲面を複数組み
合わせた全方位光学素子を用いても良い。
【００３５】
　本実施形態では撮影被写体を観察者が任意に選択してズーム撮影したが、全方位画像か
ら被写体の動き検知を画像処理により行い、動き検知した領域を自動的にズーム撮影する
ようなシステムを構成することも可能である。
【００３６】
　（第２の実施形態）
　図６は本発明による第２の実施形態の撮像装置の説明図である。第１の実施形態では全
方位撮影ミラーをドームの内面に配置したが、図６（ａ）のようにドームの外側に透明な
円筒部材８を取り付けその端部に円錐ミラーなどの全方位撮影ミラーを配置して、全方位
撮影モードの時は図６（ｂ）のように円筒部材８の円筒面から全方位撮影を行うようにし
たものである。これにより従来のＰＴＺカメラのドーム径を変更することなく、全方位撮
影ミラーが付いたドームに取り替えるだけで全方位撮影の機能を追加できる。
【００３７】
　また、図７には全方位撮影ミラーを交換可能にした構成で、全方位撮影ミラー７２は円
筒状の樹脂ブロックから出来ており、反射面７３は凹面の曲面に金属反射膜蒸着して形成
されており、ドーム６上の取り付け部７１にねじ止めなどで交換可能に固定されている。
全方位撮影ミラーの曲率を変更することで、上下方向の撮影視野角が変わるので、必要に
応じて全方位撮影ミラーのみを交換することで最適な撮影視野角が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の実施形態１の撮像装置の概略構成を示す斜視図
【図２】本発明の実施形態１の撮像装置の側面図
【図３】本発明の実施形態１の撮像装置システム全体構成を説明図
【図４】本発明の実施形態１の撮像装置の撮影画像の表示例を示す説明図
【図５】本発明の実施形態１の撮像装置を用いたシステムのコントロールプログラムの制
御フローチャート
【図６】本発明の実施形態２の撮像装置の説明図
【図７】本発明の実施形態２の撮像装置の全方位撮影ミラーの説明図
【図８】従来例の全方位カメラとＰＴＺカメラを用いたシステムの説明図
【図９】従来例の全方位撮影ミラーの説明図
【図１０】従来例の全方位撮影ミラーの撮像素子上の像の説明図
【符号の説明】
【００３９】
　１　撮像装置全体
　２　基台
　３　パン回転台
　４　撮影カメラ
　５　チルト支持台
　６　ドーム
　７　円錐ミラー
　３１　カメラ駆動制御回路
　３２　画像信号処理回路
　３３　メモリ制御回路
　３５　システムコントローラ
　３６　通信制御回路
　４１　ネットワーク
　４２　パーソナルコンピュータ
　４３　モニタ
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　４０２　全方位画像表示用ウインドウ
　４０３　ズーム画像表示用ウインドウ
　４０４　パン・チルト操作用ボタン
　４０５　ズーム操作用ボタン
　４０６　全方位撮影ボタン
　８０１　ＰＴＺカメラ
　８０２　全方位カメラ
　１０２　双曲線ミラー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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